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○
東
京
都
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に
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福
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人
）

○
東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
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福
祉
事
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規

程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
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休
日
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暇
等
に
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規

則

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
四
号

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「電

話
番
号

」
を
「日

中
連
絡
が
と
れ
る
電
話
番
号

」
に
改
め
、
「方

」
を
削

る
。別

記
第
三
号
様
式
中
「電

話
番
号

」
を
「日

中
連
絡
が
と
れ
る
電
話
番
号

」
に
改
め
、
「方

」
を
削

り
、

「

」
を

「

」
に
改

め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
二
()表
中
「電

話
番
号

」
を
「日

中
連
絡
が
と
れ
る
電
話
番
号

」
に
改
め
、

「方

」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
四
中
「電

話
番
号

」
を
「日

中
連
絡
が
と
れ
る
電
話
番
号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「電

話
番
号

」
を
「日

中
連
絡
が
と
れ
る
電
話
番
号

」
に
改
め
、
「方

」
を
削

る
。別

記
第
五
号
様
式
中
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「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
()表
、
第
七
号
様
式
の
二
()表
、
第
七
号
様
式
の
三
()表
、
第
十
号
様
式
、
第
十
一
号
様

式
及
び
第
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に

改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
()表
中
「電

話

」
を
「日

中
連
絡
が
と
れ
る
電
話
番
号

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則
別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
の
二
ま
で
、
第
三
号
様
式
の
四
、
第
四
号
様

式
か
ら
第
七
号
様
式
の
三
ま
で
、
第
十
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
十
四
号
様
式
、
第
十
七
号
様

式
及
び
第
二
十
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
五
号

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百

三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
中
「
認
定
疾
病
が
治
癒
し
た
と
き
、
又
は
認
定
期
間
が
満
了
」
を
「
そ
の
資
格
を
喪

失
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「電

話
番
号

」
を
「日

中
連
絡
が
と
れ
る
電
話
番
号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「電

話
番
号

」
を
「日

中
連
絡
が
と
れ
る
電
話
番
号

」
に
改
め
、
「方

」
を
削

る
。別

記
第
七
号
様
式
中
「電

話
番
号

」
を
「日

中
連
絡
が
と
れ
る
電
話
番
号

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中
「電

話
番
号

」
を
「日

中
連
絡
が
と
れ
る
電
話
番
号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「電

話
番
号

」
を
「日

中
連
絡
が
と
れ
る
電
話
番
号

」
に
改
め
、
「方
」
を

削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式

（裏面）
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
、
第
五
号
様
式
、
第
七
号
様
式
、
第
十
四
号
様
式
か
ら
第
十

六
号
様
式
ま
で
及
び
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加

え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
福
祉
事
業
の
実
施
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号

東
京
都
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
福
祉
事
業
の

実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
福
祉
事
業
の
実
施
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
十
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え

る
。十

二

障
害
特
別
給
付
金
の
支
給

十
三

遺
族
特
別
給
付
金
の
支
給

十
四

障
害
差
額
特
別
給
付
金
の
支
給

第
三
条
第
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九

障
害
特
別
援
護
金
の
支
給

十

遺
族
特
別
援
護
金
の
支
給

第
九
条
の
六
を
第
九
条
の
十
三
と
し
、
第
九
条
の
五
の
見
出
し
中
「
傷
病
特
別
給
付
金
」
の
下
に

「
等
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
傷
病
特
別
給
付
金
」
の
下
に
「
又
は
障
害
特
別
給
付
金
」
を
加
え
、

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
休
業
援
護
金
」
の
下
に
「
又
は
障
害
特
別
給
付
金
」
を

加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

傷
病
特
別
給
付
金
等
の
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
停
止
す
べ

き
期
間
の
分
と
し
て
傷
病
特
別
給
付
金
等
が
支
払
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
わ
れ
た
傷
病
特
別
給

付
金
等
は
、
そ
の
後
に
支
払
う
べ
き
傷
病
特
別
給
付
金
等
の
内
払
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
傷
病

特
別
給
付
金
等
を
減
額
し
て
改
定
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た

月
の
翌
月
以
後
の
分
と
し
て
減
額
し
な
い
額
の
傷
病
特
別
給
付
金
等
が
支
払
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る

当
該
傷
病
特
別
給
付
金
等
の
当
該
減
額
す
べ
き
で
あ
つ
た
部
分
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
九
条
の
五
を
第
九
条
の
十
一
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
傷
病
特
別
給
付
金
等
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
へ
の
充
当
等
）

第
九
条
の
十
二

年
金
た
る
補
償
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
た
め
そ
の
支
給
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
死
亡
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
分
と
し
て
当
該
年
金
た
る
補
償

の
受
給
権
者
に
支
給
さ
れ
る
傷
病
特
別
給
付
金
等
の
過
誤
払
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
過

誤
払
に
よ
る
返
還
金
に
係
る
債
権
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
返
還
金
債
権
」
と
い
う
。
）
に
係
る

債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
者
に
支
払
う
べ
き
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に

掲
げ
る
支
払
金
の
金
額
を
当
該
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
の
金
額
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

傷
病
特
別
給
付
金
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
死
亡
に
係
る
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す

る
者
に
支
給
さ
れ
る
遺
族
特
別
支
給
金
、
遺
族
特
別
援
護
金
、
遺
族
特
別
給
付
金
又
は
障
害
差
額

特
別
給
付
金

二

返
還
金
債
権
に
係
る
同
一
の
事
由
に
よ
る
同
順
位
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
特
別
給
付
金

２

規
則
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
傷
病
特
別
給
付
金
等
の
過
誤
払
に
よ

る
返
還
金
債
権
へ
の
充
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
九
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
傷
病
特
別
給
付
金
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
を
第

九
条
の
十
と
す
る
。

第
九
条
の
三
中
「
又
は
傷
病
特
別
給
付
金
」
を
「
、
傷
病
特
別
給
付
金
又
は
障
害
特
別
給
付
金
」
に

改
め
、
「
第
八
条
」
の
下
に
「
、
第
九
条
の
四
」
を
加
え
、
同
条
を
第
九
条
の
六
と
し
、
同
条
の
次
に

次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
遺
族
特
別
給
付
金
の
支
給
）

第
九
条
の
七

遺
族
特
別
給
付
金
は
、
遺
族
補
償
年
金
の
受
給
権
者
（
委
員
会
が
別
に
定
め
る
者
に
限

る
。
）
に
対
し
年
金
と
し
て
、
遺
族
補
償
一
時
金
の
受
給
権
者
（
委
員
会
が
別
に
定
め
る
者
に
限

る
。
）
に
対
し
一
時
金
と
し
て
支
給
す
る
。
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遺
族
特
別
給
付
金
は
、
前
項
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
遺
族
補
償
年
金
の
受
給
権
者
が
遺
族
補
償
年

金
前
払
一
時
金
の
支
給
を
受
け
た
た
め
条
例
第
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ

た
者
で
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
の
受
給
権
者
に
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
な
か

つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
同
号
の
規
定
に
該
当
し
て
遺
族
補
償
一
時
金
の
受
給
権
者
と
な
る
も
の
に

対
し
一
時
金
と
し
て
支
給
す
る
。

３

遺
族
特
別
給
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と

す
る
。

一

遺
族
補
償
年
金
の
受
給
権
者

一
年
に
つ
き
、
そ
の
者
に
対
し
て
支
給
す
べ
き
条
例
第
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
の
額
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
額
。
た
だ
し
、
百
五

十
万
円
に
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
遺
族
の
人
数
の
区
分
に
応
じ
、

同
項
各
号
に
規
定
す
る
補
償
基
礎
額
に
乗
ず
べ
き
数
を
三
百
六
十
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

二

条
例
第
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
一
時
金
の
受
給
権
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）

そ
の
者
に
対
し
て
支
給
す
べ
き
条
例
附
則
第
四
条
各
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
一

時
金
の
額
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
額
。
た
だ
し
、
百
五
十
万
円
に
、
第
九
条
第
二
項
第
二

号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
三
百
六
十
五
分
の
千
、
三
百

六
十
五
分
の
七
百
又
は
三
百
六
十
五
分
の
四
百
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

三

規
則
附
則
第
十
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定

に
よ
る
遺
族
補
償
一
時
金
の
額
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
額
。
た
だ
し
、
前
号
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

四

条
例
第
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
一
時
金
の
受
給
権
者
及
び
前
項
の
規
定
に
よ

る
遺
族
特
別
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

第
二
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
特
別

給
付
金
の
額
か
ら
、
同
一
の
事
由
に
つ
き
既
に
支
給
さ
れ
た
遺
族
特
別
給
付
金
の
額
の
合
計
額
を

差
し
引
い
た
額

４

第
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
遺
族
特
別
給
付
金
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

遺
族
特
別
給
付
金
は
、
条
例
第
十
四
条
第
一
項
又
は
条
例
附
則
第
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
当
該
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
間
、

支
給
し
な
い
。

（
障
害
差
額
特
別
給
付
金
の
支
給
）

第
九
条
の
八

障
害
差
額
特
別
給
付
金
は
、
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
の
受
給
権
者
（
委
員
会
が
別

に
定
め
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
一
時
金
と
し
て
支
給
す
る
。

２

障
害
差
額
特
別
給
付
金
は
、
前
項
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
障
害
補
償
年
金
の
受
給
権
者
が
障
害
補

償
年
金
前
払
一
時
金
の
支
給
を
受
け
た
た
め
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
を
受
け
る
権
利
を
有
し
な

い
こ
と
と
な
つ
た
者
で
、
当
該
障
害
補
償
年
金
の
受
給
権
者
に
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が

支
給
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
と
な
る
も
の
に
対
し
一
時
金
と
し
て
支
給
す
る
。

３

障
害
差
額
特
別
給
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

一

障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
の
受
給
権
者

障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年

金
に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
条
例
附
則
第
二
条
の
三
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
当
該

障
害
補
償
年
金
を
受
け
て
い
る
者
が
船
員
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係

る
障
害
等
級
に
応
じ
規
則
附
則
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額

に
加
算
し
た
額
）
（
次
項
に
お
い
て
「
障
害
差
額
特
別
給
付
金
限
度
額
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の

二
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
、
百
五
十
万
円
に
、
当
該
障
害
等
級
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
額
を
三
百
六
十
五
で
除
し
て
得
た
額
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該

得
ら
れ
た
額
）
か
ら
、
既
に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
特
別
給
付
金
の
額
の

合
計
額
を
差
し
引
い
た
額

二

前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
差
額
特
別
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

障
害
補
償
年
金
差

額
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
も
の
と
し
て
前
号
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
、
同
号
の
規
定
に
よ
り

計
算
し
て
得
ら
れ
る
額

４

条
例
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
受
給
権
者
の
死
亡
に
よ
り
障
害
差
額
特
別

給
付
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
者
の
当
該
障
害
差
額
特
別
給
付
金
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
百
分
の
二
十
を
乗

じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
、
百
五
十
万
円
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
（
当
該
障
害
補
償
年
金
を
受
け
て
い
た
者
が
船
員
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
船
員

で
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
額
）
を
補
償
基
礎
額
で
除
し
て
得
た
額
を
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三
百
六
十
五
で
除
し
て
得
た
額
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
得
ら
れ
た
額
）
か

ら
、
既
に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
第
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
特
別

給
付
金
の
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

一

加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
規
則
別
表
第
五
に
定
め
る
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場

合

加
重
後
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
障
害
差
額
特
別
給
付
金
限
度
額
か
ら
、
加
重
前
の
障
害
等
級

に
応
ず
る
障
害
差
額
特
別
給
付
金
限
度
額
を
差
し
引
い
た
額

二

加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
規
則
別
表
第
五
に
定
め
る
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場

合

加
重
後
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
障
害
差
額
特
別
給
付
金
限
度
額
に
、
当
該
障
害
補
償
年
金
に

係
る
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
額
を
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
加
重
後
の
障
害
等
級
に
応
ず

る
条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
額
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

５

第
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
障
害
差
額
特
別
給
付
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
傷
病
特
別
給
付
金
等
の
端
数
処
理
）

第
九
条
の
九

傷
病
特
別
給
付
金
、
年
金
た
る
障
害
特
別
給
付
金
又
は
年
金
た
る
遺
族
特
別
給
付
金

（
以
下
「
傷
病
特
別
給
付
金
等
」
と
い
う
。
）
の
額
に
五
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の

と
す
る
。

第
九
条
の
二
中
「
の
う
ち
、
委
員
会
か
ら
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
手
当
を

受
け
る
者
」
を
「
（
委
員
会
が
別
に
定
め
る
者
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
の
四
と
し
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
障
害
特
別
給
付
金
の
支
給
）

第
九
条
の
五

障
害
特
別
給
付
金
は
、
障
害
補
償
年
金
の
受
給
権
者
（
委
員
会
が
別
に
定
め
る
者
に
限

る
。
）
に
対
し
年
金
と
し
て
、
障
害
補
償
一
時
金
の
受
給
権
者
（
委
員
会
が
別
に
定
め
る
者
に
限

る
。
）
に
対
し
一
時
金
と
し
て
支
給
す
る
。

２

障
害
特
別
給
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と

す
る
。

一

障
害
補
償
年
金
の
受
給
権
者

一
年
に
つ
き
、
そ
の
者
に
対
し
て
支
給
す
べ
き
条
例
第
八
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
額
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
額
。
た
だ
し
、
百
五
十

万
円
に
、
障
害
等
級
に
応
じ
、
同
項
各
号
に
定
め
る
日
数
を
三
百
六
十
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗

じ
て
得
た
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

二

障
害
補
償
一
時
金
の
受
給
権
者

そ
の
者
に
対
し
て
支
給
す
べ
き
条
例
第
八
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
障
害
補
償
一
時
金
の
額
（
船
員
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
障
害
補
償
一
時
金
に
係

る
障
害
等
級
に
応
じ
補
償
基
礎
額
に
規
則
第
七
条
の
七
各
号
に
定
め
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
算
し
た
額
）
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
額
。
た
だ
し
、
百
五
十
万
円
に
、
障
害
等
級
に
応

じ
、
条
例
第
八
条
第
四
項
各
号
に
定
め
る
日
数
を
三
百
六
十
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た

額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
の
受
給
権
者
に
係
る
障
害
特
別
給
付
金
の
額
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
加
重
後
の
障
害
等
級
に

応
ず
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
額
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

一

加
重
後
の
障
害
の
程
度
が
規
則
別
表
第
五
に
定
め
る
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場

合

加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
同
表
に
定
め
る
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
そ
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
額
、
加
重
前
の
障
害
の
程
度
が

同
表
に
定
め
る
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
障
害
補
償
年
金
に
係

る
補
償
基
礎
額
に
そ
の
障
害
等
級
に
応
じ
条
例
第
八
条
第
四
項
各
号
に
定
め
る
日
数
を
乗
じ
て
得

た
額
（
当
該
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
船
員
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
と
当

該
補
償
基
礎
額
に
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
じ
規
則
第
七
条
の
七
各
号
に
定
め
る
日
数
を
乗
じ
て

得
た
額
と
の
合
計
額
）
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
、
百
五
十
万
円
に
、
加
重

前
の
障
害
等
級
に
応
じ
、
条
例
第
八
条
第
四
項
各
号
に
定
め
る
日
数
を
三
百
六
十
五
で
除
し
て
得

た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
得
た
額
）
を
二
十
五
で
除
し
て
得
た
額

二

加
重
後
の
障
害
の
程
度
が
規
則
別
表
第
五
に
定
め
る
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場

合

加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
額

第
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
障
害
特
別
援
護
金
の
支
給
）

第
九
条
の
二

障
害
特
別
援
護
金
は
、
障
害
補
償
の
受
給
権
者
に
対
し
、
支
給
す
る
。

２

障
害
特
別
援
護
金
の
支
給
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

額
と
す
る
。

一

公
務
上
の
災
害
に
係
る
障
害
補
償
の
受
給
権
者

次
に
掲
げ
る
障
害
等
級
の
区
分
に
応
じ
、
そ
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れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額

イ

第
一
級

千
五
百
四
十
万
円

ロ

第
二
級

千
五
百
万
円

ハ

第
三
級

千
四
百
六
十
万
円

ニ

第
四
級

八
百
七
十
五
万
円

ホ

第
五
級

七
百
四
十
五
万
円

ヘ

第
六
級

六
百
十
五
万
円

ト

第
七
級

四
百
八
十
五
万
円

チ

第
八
級

三
百
二
十
万
円

リ

第
九
級

二
百
五
十
万
円

ヌ

第
十
級

百
九
十
五
万
円

ル

第
十
一
級

百
四
十
五
万
円

ヲ

第
十
二
級

百
五
万
円

ワ

第
十
三
級

七
十
五
万
円

カ

第
十
四
級

四
十
五
万
円

二

通
勤
に
よ
る
災
害
に
係
る
障
害
補
償
の
受
給
権
者

次
に
掲
げ
る
障
害
等
級
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額

イ

第
一
級

九
百
十
五
万
円

ロ

第
二
級

八
百
八
十
五
万
円

ハ

第
三
級

八
百
五
十
五
万
円

ニ

第
四
級

五
百
二
十
万
円

ホ

第
五
級

四
百
四
十
五
万
円

ヘ

第
六
級

三
百
七
十
五
万
円

ト

第
七
級

三
百
万
円

チ

第
八
級

百
九
十
万
円

リ

第
九
級

百
五
十
五
万
円

ヌ

第
十
級

百
二
十
五
万
円

ル

第
十
一
級

九
十
五
万
円

ヲ

第
十
二
級

七
十
五
万
円

ワ

第
十
三
級

五
十
五
万
円

カ

第
十
四
級

四
十
万
円

３

条
例
第
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
障
害
の
程
度
の
加
重
が
あ
つ
た
場
合
（
委
員
会
が
別
に
定
め
る

場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
障
害
特
別
援
護
金
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

公
務
上
の
災
害
に
係
る
障
害
補
償
の
受
給
権
者

加
重
後
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
前
項
第
一
号

に
掲
げ
る
額
か
ら
、
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
同
号
に
掲
げ
る
額
を
差
し
引
い
た
額
（
加
重

前
の
障
害
が
、
通
勤
に
よ
る
災
害
に
係
る
障
害
（
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
差
し
引
い
た
額
に
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
額
を
加
算
し
た
額
）

二

通
勤
に
よ
る
災
害
に
係
る
障
害
補
償
の
受
給
権
者

加
重
後
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
前
項
第
二

号
に
掲
げ
る
額
か
ら
、
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
同
号
に
掲
げ
る
額
を
差
し
引
い
た
額
（
加

重
前
の
障
害
が
、
公
務
上
の
災
害
に
係
る
障
害
（
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
差
し
引
い
た
額
に
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
同
項
第
一
号
に
掲

げ
る
額
を
加
算
し
た
額
）

（
遺
族
特
別
援
護
金
の
支
給
）

第
九
条
の
三

遺
族
特
別
援
護
金
は
、
遺
族
補
償
年
金
（
条
例
第
十
三
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
遺
族
補
償
一
時
金
（
条
例
第
十
五
条
第

二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
受
給
権
者
に
対

し
、
支
給
す
る
。

２

遺
族
特
別
援
護
金
の
支
給
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

額
と
す
る
。

一

遺
族
補
償
年
金
の
受
給
権
者

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額

イ

公
務
上
の
死
亡
の
場
合

千
七
百
三
十
五
万
円

ロ

通
勤
に
よ
る
死
亡
の
場
合

千
百
十
五
万
円

二

遺
族
補
償
一
時
金
の
受
給
権
者
で
、
条
例
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に

該
当
す
る
も
の

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額
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イ

公
務
上
の
死
亡
の
場
合

千
七
百
三
十
五
万
円

ロ

通
勤
に
よ
る
死
亡
の
場
合

千
百
十
五
万
円

三

遺
族
補
償
一
時
金
の
受
給
権
者
で
条
例
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
職

員
の
死
亡
の
当
時
十
八
歳
未
満
若
し
く
は
五
十
五
歳
以
上
の
三
親
等
内
の
親
族
又
は
規
則
別
表
第

五
に
定
め
る
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
の
障
害
に
該
当
す
る
状
態
に
あ
る
三
親
等
内
の
親
族

次

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額

イ

公
務
上
の
死
亡
の
場
合

千
二
百
十
五
万
円

ロ

通
勤
に
よ
る
死
亡
の
場
合

七
百
八
十
万
円

四

遺
族
補
償
一
時
金
の
受
給
権
者
で
条
例
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
前

号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額

イ

公
務
上
の
死
亡
の
場
合

六
百
九
十
五
万
円

ロ

通
勤
に
よ
る
死
亡
の
場
合

四
百
四
十
五
万
円

３

第
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
遺
族
特
別
援
護
金
の
支
給
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
（
遺
族
補
償
年
金
の
受
給
権
者
に
支
給
す
べ
き
遺
族
特
別
支
給
金
に
つ
い
て
は
、

当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
遺
族
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
）
」
を
削
り
、
同

条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
未
支
給
」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
未
支
給
」

に
、
「
前
項
」
を
「
同
項
」
に
、
「
（
遺
族
補
償
年
金
の
受
給
権
者
に
支
給
す
べ
き
遺
族
特
別
支
給
金

に
つ
い
て
は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
遺
族
が
あ
る
と
き
は
、
条
例
第
十

一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
順
序
）
」
を
「
と
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
未
支
給
の
福
祉
事
業
を
受
け
る

べ
き
者
の
順
位
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
未
支
給
の
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
条
例
第
十

一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
順
序
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
未
支
給
の
福
祉
事

業
に
つ
い
て
は
条
例
附
則
第
二
条
の
三
第
三
項
後
段
に
規
定
す
る
順
序
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
給
付
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
遺
族
が

あ
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
未
支
給
の
福
祉
事
業
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
遺

族
に
支
給
す
る
。

一

遺
族
補
償
年
金
の
受
給
権
者
に
支
給
す
べ
き
遺
族
特
別
支
給
金
、
遺
族
特
別
援
護
金
及
び
遺
族

特
別
給
付
金

遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
遺
族

二

第
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
障
害
差
額
特
別
給
付
金

障
害
補
償
年
金
差

額
一
時
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
遺
族

三

第
九
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
障
害
差
額
特
別
給
付
金

障
害
補
償
年
金
の

受
給
権
者
が
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
受
け
た
た
め
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
他
の
遺
族

第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

傷
病
特
別
支
給
金
及
び
傷
病
特
別
給
付
金

傷
病
特
別
支
給
金
・
傷
病
特
別
給
付
金
申
請
書

（
別
記
第
四
号
の
二
様
式
）

七

障
害
特
別
支
給
金
、
障
害
特
別
援
護
金
及
び
障
害
特
別
給
付
金

障
害
特
別
支
給
金
・
障
害
特

別
援
護
金
・
障
害
特
別
給
付
金
申
請
書
（
別
記
第
五
号
様
式
）

八

遺
族
特
別
支
給
金
、
遺
族
特
別
援
護
金
及
び
遺
族
特
別
給
付
金

遺
族
特
別
支
給
金
・
遺
族
特

別
援
護
金
・
遺
族
特
別
給
付
金
申
請
書
（
別
記
第
六
号
様
式
）

九

障
害
差
額
特
別
給
付
金

障
害
差
額
特
別
給
付
金
申
請
書
（
別
記
第
六
号
の
二
様
式
）

第
十
一
条
第
二
項
中
「
及
び
傷
病
特
別
給
付
金
」
を
「
、
傷
病
特
別
給
付
金
、
障
害
特
別
給
付
金
及

び
遺
族
特
別
給
付
金
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
遺
族
特
別
支
給
金
の
支
給
」
を
「
遺
族
特
別
支
給
金
、
遺
族
特
別
援
護

金
又
は
遺
族
特
別
給
付
金
（
以
下
「
遺
族
特
別
支
給
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
」
に
、
「
遺
族
特
別

支
給
金
の
申
請
」
を
「
遺
族
特
別
支
給
金
等
の
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
第
九

号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
八
号
」
に
、
「
遺
族
特
別
支
給
金
申
請
書
」
を
「
遺
族
特
別
支
給
金
・
遺
族

特
別
援
護
金
・
遺
族
特
別
給
付
金
申
請
書
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
の
二
様
式
か
ら
第
六
号
の
二
様
式
ま
で
、
第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
非
常

勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
福
祉
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
則
別
記
第
四
号
の
二
様
式
か
ら
第
六

号
の
二
様
式
ま
で
、
第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所

要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

訓

令
（
人
）

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
福
祉
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
長

青

山

佾

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
福
祉
事
業
の
実
施
に

関
す
る
規
程

東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
東
京
都
条
例
第
百
十
四

号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
基
づ
き
東
京
都
人
事
委
員
会
が
実
施
す
る
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、

東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
福
祉
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都

規
則
第
二
百
二
十
九
号
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
準
用
す
る
条
文
中
「
知
事
」
と
あ
る

の
は
「
東
京
都
人
事
委
員
会
」
に
、
「
所
属
長
」
と
あ
る
の
は
「
東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局
長
」
に

そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
三
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
交
通
局
規
程

第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
者
（
」
の
下
に
「
臨
時
的
任
用
の
職
に
あ
っ
た
者
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第

五
項
中
「
付
与
日
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
引
き
続
き
職

員
」
の
下
に
「
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
臨
時
的
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

１４

第
九
項
及
び
第
十
項
に
規
定
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
、
東
京
都
の
臨
時
的
任
用
の
職

に
あ
っ
た
者
が
当
該
任
用
の
期
間
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
に
お
い
て
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員

と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
任
用
の
日
の
前
日
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
同
日
の
属
す
る
年
度
に
付
与
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
二
十
日
を
限
度
と
し
て
翌
年
度
に
限
り
こ
れ
を
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
第
十
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
八
項
の

次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

９

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
的
任
用
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数

は
、
一
会
計
年
度
に
お
い
て
引
き
続
き
任
用
さ
れ
る
期
間
（
以
下
「
任
用
期
間
」
と
い
う
。
）
に
応

じ
、
別
表
第
三
の
四
の
と
お
り
と
す
る
。

１０

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
年
次

有
給
休
暇
の
日
数
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。

一

同
一
会
計
年
度
内
に
お
い
て
、
東
京
都
の
臨
時
的
任
用
の
職
に
在
職
す
る
者
が
任
用
期
間
満
了

後
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
る
場
合
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
時
的
任
用
の
更
新
を
し
た
と
き
を
含
む
。
）
当
該
任
用
以
前
の

勤
務
と
当
該
任
用
以
後
の
勤
務
と
が
継
続
す
る
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
当
該
任
用
の
日
以
後
に

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
か
ら
、
当
該
年
度
内
に
お
い
て
使
用
し
た
日
数
を
差
し
引
い
た
日
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数
二

東
京
都
の
い
ず
れ
か
の
職
（
臨
時
的
任
用
の
職
及
び
会
計
年
度
任
用
の
職
を
除
く
。
）
に
あ
っ

た
者
若
し
く
は
そ
の
他
局
長
が
定
め
る
者
が
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ

れ
る
場
合
又
は
東
京
都
の
臨
時
的
任
用
の
職
に
在
職
す
る
者
が
任
用
期
間
の
中
途
に
お
い
て
退
職

後
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
る
場
合

新
た
に
臨
時
的
任
用
職
員
に

任
用
さ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
任
用
日
」
と
い
う
。
）
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ

れ
て
い
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
当
該
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
前
付
与
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
任
用
日
の
前
日
ま
で
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

た
日
数
（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
日
単
位
に
切
り
上
げ
た
日
数
）
に
、
前
付

与
日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
て
い
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
使
用
し
な
か
っ
た
日

数
及
び
任
用
日
の
属
す
る
任
用
期
間
に
応
じ
、
別
表
第
三
の
四
に
定
め
る
日
数
を
加
え
た
日
数

（
前
付
与
日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
て
い
た
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
が
任
用
日
前
二
年

以
前
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
日
数
か
ら
前
付
与
日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
て
い
た
年

次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
使
用
し
な
か
っ
た
日
数
を
差
し
引
い
た
も
の
）
か
ら
、
前
付
与
日
か

ら
任
用
日
の
前
日
ま
で
に
使
用
し
た
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数

三

東
京
都
の
会
計
年
度
任
用
の
職
に
在
職
す
る
者
が
当
該
任
用
の
期
間
満
了
後
引
き
続
き
臨
時
的

任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
る
場
合

当
該
任
用
の
日
の
前
日
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
日
数
の
う
ち
そ
の
年
度
に
付
与
さ
れ
た
も
の
に
、
任
用
期
間
に
応
じ
、
別
表
第
三
の
四
に
定
め

る
日
数
を
加
え
た
日
数

第
二
十
八
条
の
二
中
「
引
き
続
き
職
員
」
の
下
に
「
（
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

東
京
都
の
い
ず
れ
か
の
職
を
退
職
し
た
者
が
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
に
任
用
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
任
用
さ
れ
た
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
の
二
ま
で
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
該
退
職
以
前
の
勤
務
と
当
該
任
用
以
後
の
勤
務
と
が
継
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
時
的
任
用
の
更
新
を
し
た
と
き
も
同
様

と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
臨
時
的
任
用
職
員
に
関
す
る
読
替
え
）

第
二
十
八
条
の
三

臨
時
的
任
用
職
員
に
つ
い
て
の
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
三
第

二
項
及
び
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
一
の
年
」

と
あ
る
の
は
「
一
の
年
度
」
と
す
る
。

第
三
十
二
条
中
「
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。

別
表
第
三
の
三
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
三
の
四
（
第
十
三
条
関
係
）

任

用

期

間

付
与
日
数

十
一
月
を
超
え
一
年
以
内
の
期
間

二
十
日

十
月
を
超
え
十
一
月
以
内
の
期
間

十
八
日

九
月
を
超
え
十
月
以
内
の
期
間

十
七
日

八
月
を
超
え
九
月
以
内
の
期
間

十
五
日

七
月
を
超
え
八
月
以
内
の
期
間

十
三
日

六
月
を
超
え
七
月
以
内
の
期
間

十
二
日

五
月
を
超
え
六
月
以
内
の
期
間

十
日

四
月
を
超
え
五
月
以
内
の
期
間

八
日

三
月
を
超
え
四
月
以
内
の
期
間

七
日

二
月
を
超
え
三
月
以
内
の
期
間

五
日

一
月
を
超
え
二
月
以
内
の
期
間

三
日

一
月
以
内
の
期
間

二
日

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
八
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。
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令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京
都
水
道
局
管

理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
五
項
中
「
付
与
日
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中

「
引
き
続
き
職
員
」
の
下
に
「
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
臨
時
的
任
用
職
員
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
臨
時
的
任
用
の
職

に
あ
っ
た
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
臨
時
的
任
用
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
）

第
十
七
条
の
二

前
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
的
任
用
職
員
の
年
次

有
給
休
暇
の
日
数
は
、
一
会
計
年
度
に
お
い
て
引
き
続
き
任
用
さ
れ
る
期
間
（
以
下
「
任
用
期
間
」

と
い
う
。
）
に
応
じ
、
別
表
第
二
の
四
の
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
年
次

有
給
休
暇
の
日
数
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。

一

同
一
会
計
年
度
内
に
お
い
て
、
東
京
都
の
臨
時
的
任
用
の
職
に
在
職
す
る
者
が
任
用
期
間
満
了

後
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
る
場
合
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
時
的
任
用
の
更
新
を
し
た
と
き
を
含
む
。
）
当
該
任
用
以
前
の

勤
務
と
当
該
任
用
以
後
の
勤
務
と
が
継
続
す
る
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
当
該
任
用
の
日
以
後
に

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
か
ら
、
当
該
年
度
内
に
お
い
て
使
用
し
た
日
数
を
差
し
引
い
た
日

数
二

東
京
都
の
い
ず
れ
か
の
職
（
臨
時
的
任
用
の
職
及
び
会
計
年
度
任
用
の
職
を
除
く
。
）
に
あ
っ

た
者
若
し
く
は
そ
の
他
局
長
が
定
め
る
者
が
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ

れ
る
場
合
又
は
東
京
都
の
臨
時
的
任
用
の
職
に
在
職
す
る
者
が
任
用
期
間
の
中
途
に
お
い
て
退
職

後
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
る
場
合

新
た
に
臨
時
的
任
用
職
員
に

任
用
さ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
任
用
日
」
と
い
う
。
）
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ

れ
て
い
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
当
該
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
前
付
与
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
任
用
日
の
前
日
ま
で
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

た
日
数
（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
日
単
位
に
切
り
上
げ
た
日
数
）
に
、
前
付

与
日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
て
い
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
使
用
し
な
か
っ
た
日

数
及
び
任
用
日
の
属
す
る
任
用
期
間
に
応
じ
、
別
表
第
二
の
四
に
定
め
る
日
数
を
加
え
た
日
数

（
前
付
与
日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
て
い
た
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
が
任
用
日
前
二
年

以
前
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
日
数
か
ら
前
付
与
日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
て
い
た
年

次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
使
用
し
な
か
っ
た
日
数
を
差
し
引
い
た
も
の
）
か
ら
、
前
付
与
日
か

ら
任
用
日
の
前
日
ま
で
に
使
用
し
た
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数

三

東
京
都
の
会
計
年
度
任
用
の
職
に
在
職
す
る
者
が
当
該
任
用
の
期
間
満
了
後
引
き
続
き
臨
時
的

任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
る
場
合

当
該
任
用
の
日
の
前
日
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
日
数
の
う
ち
そ
の
年
度
に
付
与
さ
れ
た
も
の
に
、
任
用
期
間
に
応
じ
、
別
表
第
二
の
四
に
定
め

る
日
数
を
加
え
た
日
数

（
臨
時
的
任
用
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
繰
越
し
）

第
十
七
条
の
三

東
京
都
の
臨
時
的
任
用
の
職
に
あ
っ
た
者
が
当
該
任
用
の
期
間
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
に
お
い
て
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
任

用
の
日
の
前
日
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
同
日
の
属
す
る
年
度
に

付
与
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
翌
年
度
に
限
り
繰
り
越

す
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
の
二
中
「
引
き
続
き
職
員
」
の
下
に
「
（
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

東
京
都
の
い
ず
れ
か
の
職
を
退
職
し
た
者
が
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
に
任
用
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
任
用
さ
れ
た
年
度
に
お
け
る
第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
二

条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
退
職
以
前
の
勤
務
と
当
該
任
用
以
後
の
勤
務
と
が
継
続

す
る
も
の
と
み
な
す
。
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
時
的
任
用
の
更

新
を
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
中
「
臨
時
的
任
用
職
員
等
」
を
「
非
常
勤
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を

削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
三
条
の
二
」
を
「
第
三
十
三
条
の
三
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
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る
。第

三
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
臨
時
的
任
用
職
員
に
関
す
る
読
替
え
）

第
三
十
五
条
の
二

臨
時
的
任
用
職
員
に
つ
い
て
の
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
条
の
三
第
二

項
及
び
第
三
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
一
の
年
」
と
あ

る
の
は
「
一
の
年
度
」
と
す
る
。

別
表
第
二
の
三
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
四
（
第
十
七
条
の
二
関
係
）

任

用

期

間

付
与
日
数

十
一
月
を
超
え
一
年
以
内
の
期
間

二
十
日

十
月
を
超
え
十
一
月
以
内
の
期
間

十
八
日

九
月
を
超
え
十
月
以
内
の
期
間

十
七
日

八
月
を
超
え
九
月
以
内
の
期
間

十
五
日

七
月
を
超
え
八
月
以
内
の
期
間

十
三
日

六
月
を
超
え
七
月
以
内
の
期
間

十
二
日

五
月
を
超
え
六
月
以
内
の
期
間

十
日

四
月
を
超
え
五
月
以
内
の
期
間

八
日

三
月
を
超
え
四
月
以
内
の
期
間

七
日

二
月
を
超
え
三
月
以
内
の
期
間

五
日

一
月
を
超
え
二
月
以
内
の
期
間

三
日

一
月
以
内
の
期
間

二
日

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
三
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京
都
下

水
道
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
技
監
」
の
下
に
「
、
理
事
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
五
項
中
「
付
与
日
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中

「
引
き
続
き
職
員
」
の
下
に
「
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
臨
時
的
任
用
職
員
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
臨
時
的
任
用
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
）

第
十
七
条
の
二

前
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
的
任
用
職
員
の
年
次

有
給
休
暇
の
日
数
は
、
一
会
計
年
度
に
お
い
て
引
き
続
き
任
用
さ
れ
る
期
間
（
以
下
「
任
用
期
間
」

と
い
う
。
）
に
応
じ
、
別
表
第
二
の
四
の
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
年
次

有
給
休
暇
の
日
数
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。

一

同
一
会
計
年
度
内
に
お
い
て
、
東
京
都
の
臨
時
的
任
用
の
職
に
在
職
す
る
者
が
任
用
期
間
満
了

後
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
る
場
合
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
時
的
任
用
の
更
新
を
し
た
と
き
を
含
む
。
）

当
該
任
用
以
前
の

勤
務
と
当
該
任
用
以
後
の
勤
務
と
が
継
続
す
る
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
当
該
任
用
の
日
以
後
に

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
か
ら
、
当
該
年
度
内
に
お
い
て
使
用
し
た
日
数
を
差
し
引
い
た
日

数
二

東
京
都
の
い
ず
れ
か
の
職
（
臨
時
的
任
用
の
職
及
び
会
計
年
度
任
用
の
職
を
除
く
。
）
に
あ
っ

た
者
若
し
く
は
そ
の
他
局
長
が
定
め
る
者
が
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ

れ
る
場
合
又
は
東
京
都
の
臨
時
的
任
用
の
職
に
在
職
す
る
者
が
任
用
期
間
の
中
途
に
お
い
て
退
職

後
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
る
場
合

新
た
に
臨
時
的
任
用
職
員
に

任
用
さ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
任
用
日
」
と
い
う
。
）
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
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れ
て
い
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
当
該
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
前
付
与
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
任
用
日
の
前
日
ま
で
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

た
日
数
（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
日
単
位
に
切
り
上
げ
た
日
数
）
に
、
前
付

与
日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
て
い
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
使
用
し
な
か
っ
た
日

数
及
び
任
用
日
の
属
す
る
任
用
期
間
に
応
じ
、
別
表
第
二
の
四
に
定
め
る
日
数
を
加
え
た
日
数

（
前
付
与
日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
て
い
た
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
が
任
用
日
前
二
年

以
前
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
日
数
か
ら
前
付
与
日
前
一
年
の
期
間
内
に
付
与
さ
れ
て
い
た
年

次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
使
用
し
な
か
っ
た
日
数
を
差
し
引
い
た
も
の
）
か
ら
、
前
付
与
日
か

ら
任
用
日
の
前
日
ま
で
に
使
用
し
た
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数

三

東
京
都
の
会
計
年
度
任
用
の
職
に
在
職
す
る
者
が
当
該
任
用
の
期
間
満
了
後
引
き
続
き
臨
時
的

任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
る
場
合

当
該
任
用
の
日
の
前
日
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
日
数
の
う
ち
そ
の
年
度
に
付
与
さ
れ
た
も
の
に
、
任
用
期
間
に
応
じ
、
別
表
第
二
の
四
に
定
め

る
日
数
を
加
え
た
日
数

（
臨
時
的
任
用
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
繰
越
し
）

第
十
七
条
の
三

東
京
都
の
臨
時
的
任
用
の
職
に
あ
っ
た
者
が
当
該
任
用
の
期
間
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
に
お
い
て
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
任

用
の
日
の
前
日
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
同
日
の
属
す
る
年
度
に

付
与
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
翌
年
度
に
限
り
こ
れ
を
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
二
条
の
二
中
「
引
き
続
き
職
員
」
の
下
に
「
（
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

東
京
都
の
い
ず
れ
か
の
職
を
退
職
し
た
者
が
引
き
続
き
臨
時
的
任
用
職
員
に
任
用
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
任
用
さ
れ
た
年
度
に
お
け
る
第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
一

条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
退
職
以
前
の
勤
務
と
当
該
任
用
以
後
の
勤
務
と
が
継
続

す
る
も
の
と
み
な
す
。
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
時
的
任
用
の
更

新
を
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

第
三
十
二
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
臨
時
的
任
用
職
員
に
関
す
る
読
替
え
）

第
三
十
二
条
の
四

臨
時
的
任
用
職
員
に
つ
い
て
の
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
条
の
三
第
二

項
及
び
第
三
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
一
の
年
」
と
あ

る
の
は
「
一
の
年
度
」
と
す
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
中
「
臨
時
的
任
用
職
員
等
」
を
「
非
常
勤
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を

削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
と
す
る
。

別
表
第
二
の
三
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
四
（
第
十
七
条
の
二
関
係
）

任

用

期

間

付
与
日
数

十
一
月
を
超
え
一
年
以
内
の
期
間

二
十
日

十
月
を
超
え
十
一
月
以
内
の
期
間

十
八
日

九
月
を
超
え
十
月
以
内
の
期
間

十
七
日

八
月
を
超
え
九
月
以
内
の
期
間

十
五
日

七
月
を
超
え
八
月
以
内
の
期
間

十
三
日

六
月
を
超
え
七
月
以
内
の
期
間

十
二
日

五
月
を
超
え
六
月
以
内
の
期
間

十
日

四
月
を
超
え
五
月
以
内
の
期
間

八
日

三
月
を
超
え
四
月
以
内
の
期
間

七
日

二
月
を
超
え
三
月
以
内
の
期
間

五
日

一
月
を
超
え
二
月
以
内
の
期
間

三
日

一
月
以
内
の
期
間

二
日

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
四
号

東
京
都
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二



（増刊 33）東 京 都 公 報令和5年3月31日（金曜日）１９

東
京
都
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東

京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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